
１　開　会　日

２　閉　会　日

３　開 会 場 所 真狩村役場　２階　会議室

４　議　　　長 真狩村農業委員会　会 長　金　丸　　勝

５　会議に出席した委員名、及び職務のため出席した者の氏名

別紙名簿のとおり

６　提 出 議 案 別紙日程表のとおり

第２１回　真狩村農業委員会総会議事録

令和７年６月１７日（火曜日）　午後　　１時１５分

令和７年６月１７日（火曜日）　午後　　２時０５分



農業委員 （ 名）

本総会に職務のため出席した者の氏名

委　　員　　の　　出　　席　　報　　告

１１

議長１１番 金 丸 勝 君 ○

　　　１番 清 水 貴 則 君 ○

　　　２番 山 田 建 一 君 ○

　　　３番 野 村 秀 幸 君 ○

　　　４番 守 谷 隆 伸 君 ○

　　　５番 瀬 弘 和 君 ○

　　　６番 近 石 公 夫 君 ○

　　　７番 髙 倉 正 志 君 ○

　　　８番 下 隆 志 君 ○

　　　９番 大 正 紀 君 ○

　　１０番 影 山 敏 彦 君 ○

職 名 氏 名 出 席 欠 席

事 務 局 長 谷 口 安 君 ○

書 記 山 内 綾 香 君 ○

議 席 番 号 氏 名 出 席 欠 席



午後 1時15分　　開　会

午後 2時05分    閉　会

会議録署名委員の指名について

第 ２ １ 回 真 狩 村 農 業 委 員 会 総 会 議 事 日 程

令 和 7 年 6 月 17 日

　議席番号　　　　２番　　山　田　建　一　君

　議席番号　　　　３番　　野　村　秀　幸　君

会期の決定について 令和７年６月１７日までの１日間

日
程

議 案 番 号 議 案 件 名 結 果

1

2

3 諸報告について

4 議案第１号
農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条第１１
項の規定に基づく農用地利用集積等促進計画（案）の
決定について

可 決

5 議案第２号 現況証明願いについて 可 決

6 議案第３号 農地所有適格法人の要件確認について 可 決

7

8

9

10

11



発 言 者 発　　言　　の　　要　　旨

開会宣言　　　　
（午後1時15
分）

議 長 ただ今の出席委員は１1名です。
   定足数に達しておりますので、これより第21回真狩村農業
委員会総会を開会します。

議 長    日程１.会議録署名委員の指名について。
   会議録署名委員は、2番山田建一君、3番野村秀幸君の両
名を指名します。

議 長    日程２.会期の決定について。
   会期については、本日１日限りとしてよろしいでしょうか。
   お諮りします。

（異議なしの声）

議 長    それでは、会期は本日１日限りと決定します。

議 長    日程３.諸報告について。
   事務局より報告願います。
   事務局長。

事 務 局 長 事務局長報告。

議 長

　 日程４.議案第1号「農地中間管理事業の推進に関する法
律第１８条第１１項の規定に基づく農用地利用集積等促進計
画（案）の決定について」を議題とします。
   事務局から内容の説明を求めます。
   事務局長。

議　事　の　経　過

4



事 務 局 長
議案第１号を説明朗読

議 長    ただいま議案第１号について説明がありましたが、質疑あり
ませんか。

（なしの声）

議 長
   質疑ないものと認めます。
   お諮りします。
議案第１号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条
第１１項の規定に基づく農用地利用集積等促進計画（案）の
決定について」は、原案のとおり決定することにご異議ありま
せんか。

（異議なしの声）

議 長

   異議ないものと認めます。
議案第１号「農地中間管理事業の推進に関する法律第１８条
第１１項の規定に基づく農用地利用集積等促進計画（案）の
決定について」は、原案のとおり決定とします。

議 長
　日程５．議案第２号「現況証明願いについて」の番号１･番号
２を議題とします。番号１については、近石公夫委員が真狩村
農業委員会会議規則第２７条の規定に該当しますので、退席
願います。

<近石公夫委員退席後>
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議 長 事務局から内容の説明を求めます。事務局長

事 務 局 長
議案第２号番号１を説明朗読

議 長

　 ただいまの事務局の説明に関連して、現地調査を行った清
水委員から現地調査結果について、補足があれば説明をお
願いします。

清 水 委 員

去る６月１０日に金丸会長、影山代理、廣瀬委員とわたくし清
水と事務局の２名の６名で、現地確認を行いました。
確認結果につきましては、４月から見ますとだいぶ荒れていま
す。それと水の流れも上の方から畑に入ってくる底みがあって
そこに集中的に水が流れてくる。側溝についてはあまり側溝
自体機能していない中で畑のほうに流れている形となってお
ります。荒廃度は先程、事務局長から説明がありましたとおり
低度の段階かなという見方ではございますけどもこれから耕
起として農地として、作れるかといったらなかなか難しいので
はないかと判断しております。４反弱ある畑の内実際に使われ
ていた部分は３反弱というなかでこれから畑として利用できる
のか本人がこれから畑としてやっていけるだけの面積として作
業効率を考えると難しいのかなということで農地として活用さ
れる見込がないといった我々の見た感じでは判断致しまし
た。

議 長    ただいま議案第２号の番号１について説明がありましたが、
質疑はありませんか。

（なしの声）

議 長

　　質疑ないものと認めます。
   お諮りします。
   議案第２号「現況証明願いについて」の番号１は、原案のと
おり決定することにご異議ありませんか。
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（異議なしの声）

議 長

　異議ないものと認めます。
議案第２号「現況証明願いについて」の番号１は、原案のとお
り決定とします。

議 長

近石公夫委員は会議に復帰してください。

＜近石公夫委員復帰後＞

議 長
続いて、同議案第２号「現況証明願いについて」の番号２を議
題とします。事務局から内容の説明を求めます。事務局長

事 務 局 長 議案第２号番号２を説明朗読

議 長

　 ただいまの事務局の説明に関連して、現地調査を行った廣
瀬委員から現地調査結果について、補足があれば説明をお
願いします。

廣 瀬 委 員

事務局より説明のあった、議案第２号　●● 氏　願い出の現
況証明願について、去る６月１０日に金丸会長、影山代理、清
水委員と、わたくし廣瀬と事務局の計６名で、現地確認を行い
ました。
確認結果につきましては、事務局長から説明がありましたが、
ここは元々●●氏の親が住んでいた住宅の裏手に当たる農
地です。生前親が住んでいたときは、家庭菜園的に使われて
おりましたが、いなくなってからは管理できず放置状態となっ
て１０年以上は経過していて、雑草が繁茂し、雑木も生えて原
野化している状態でありました。
所有者は農業者でなく、隣接農地と一体的に活用することも
できない形状であるため、当該地はすでに農地性がないもの
と判断し、農地・採草放牧地以外とすることはやむを得ないと
思われます。
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議 長
ただいま議案第２号番号２について説明がありましたが、質疑
はありませんか。

（なしの声）

議 長

　　質疑ないものと認めます。
   お諮りします。
   議案第２号「現況証明願いについて」の番号２は、原案のと
おり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声）

議 長
異議ないものと認めます。議案第２号「現況証明願いについ
て」の番号２は、原案のとおり決定とします。

議 長

　日程６．議案第3号「農地所有適格法人の要件確認につい
て」を議題とします。
   事務局から内容の説明を求めます。
   事務局長。

事 務 局 長
議案第3号を説明朗読

議 長    ただいま議案第3号について説明がありましたが、質疑はあ
りませんか。

（なしの声）
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議 長

　　質疑ないものと認めます。
   お諮りします。
   議案第3号「農地所有適格法人の要件確認について」は、
原案のとおり決定することにご異議ありませんか。

（異議なしの声）

議 長

   異議ないものと認めます。
議案第3号「農地所有適格法人の要件確認について」は、原
案のとおり決定とします。

閉会宣言　　　　
（午後2時05
分）

議 長    以上をもって、今総会に提出したすべての議案について決
定いただきましたので、これで第2１回真狩村農業委員会総
会を終了します。

会議の経過を記載して、その相違ないことを証するため、ここ
に署名する。

　議   長        金丸        勝

　署名委員　　 山田　　　建一

　署名委員　　 野村    秀幸
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